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今
月
の
納
税
（
11
月
）

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
６

期
分

納
期
限
は
11
月
25
日
（
水
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き
百

円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

今
月
の
納
付
（
11
月
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
︱

第
５
期
分

納
期
限
は
11
月
25
日
（
水
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き
百

円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

税
金
の
納
付
は

安
心
・
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
で

個
人
が
納
め
る
町
税
は
、

口
座
振
替
に
す
る
と
金
融
機

関
へ
行
く
手
間
が
い
ら
ず
、

納
め
忘
れ
も
な
く
て
安
心
で

す
。
毎
月
15
日
ま
で
に
手
続

き
を
す
れ
ば
翌
月
か
ら
口
座

振
替
が
で
き
ま
す
。
ど
う
ぞ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
込
用

紙
は
町
内
の
金
融
機
関
や
役

場
税
務
住
民
課
に
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
登
録
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

協
、福
岡
ひ
び
き
信
用
金
庫
、

福
岡
銀
行
、
西
日
本
シ
テ
ィ

銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

事
業
者
が
対
象

年
末
調
整
の
説
明
会

直
方
税
務
署
で
は
、
事
業

者
を
対
象
に
し
た
年
末
調
整

及
び
法
定
調
書
の
記
載
方
法

の
説
明
会
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。
事
前
に
事
業
者
へ

お
送
り
す
る
関
係
書
類
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

11
月
19
日
（
木
）

午
後
１
時
30
分
か
ら

●
と
こ
ろ　

ユ
メ
ニ
テ
ィ
の

お
が
た
（
直
方
市
山
部
）

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
税
務

署
法
人
課
税
部
門
☎
２
２

局
０
７
１
９
番
ま
で

税
務
関
係
書
類
へ
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
は

来
年
１
月
か
ら

10
月
５
日
か
ら
、
全
国
一

斉
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が

税
等

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
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☎ 問い合わせ先 ☎

く
ら
しの
情
報

●鞍手町役場…42局2111番
　　　（FAX…42局 5693 番）

●中央公民館…42局7200番
●教育課…42局7200番

●歴史民俗博物館…42局3200番
●くらじの郷…42局8811番

●社会福祉協議会…42局7800番
●上下水道課…42局0408番
●中央浄水場…42局0417番
●くらて病院…42局1231番
●鞍寿の里…42局1233番
●鞍手駅…42局0980番

●火災の発生状況…32局3211番

農業や営業などの事業所得がある人
は、事前に収入と支出を整理し、収支
内訳書を作成してください。農業所得
の申告資料としては、農協が発行する
「購買品御買上明細書」などがありま
す。収支内訳書の作成がお済みでない
場合には、申告受付順が変更になるこ
とや、受付ができないことがあります。
また、平成 26年１月から、事業所
得を有するすべての人に記帳・帳簿等
の保存が義務付けられました。白色申
告や所得税が発生しない申告の人も対
象です。帳簿には売り上げなどの収入
金額、仕入先や仕入れた物、仕入れた
金額などを記入し、領収書などとあわ
せて保存してください。
●問い合わせ　税に関する問い合わせ
は、役場税務住民課賦課係まで

確定申告
シリーズ
　　確定申告

事業所得がある場合は、
帳簿・収支内訳書の
作成が必要です！
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導
入
さ
れ
ま
し
た
。
税
の
分

野
に
お
い
て
は
、
次
の
と
お

り
平
成
28
年
１
月
以
降
順
次
、

税
務
関
係
書
類
に
個
人
番
号

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）・
法
人
番

号
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

●
番
号
記
載
時
期　

▽
所
得

税
＝
平
成
28
年
１
月
１
日

の
属
す
る
年
分
以
降
の
申

告
書
か
ら
▽
法
人
税
＝
平

成
28
年
１
月
１
日
以
降
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係

る
申
告
書
か
ら
▽
法
定
調

書
＝
平
成
28
年
１
月
１
日

以
降
の
金
銭
等
の
支
払
等

に
係
る
法
定
調
書
か
ら
▽

申
請
書
・
届
出
書
＝
平
成

28
年
１
月
１
日
以
降
に
提

出
す
べ
き
申
告
書
等
か
ら

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
税
務

署
☎
２
２
局
０
８
８
０
番

ま
で

相
続
税
の

税
制
改
正
に
つ
い
て

平
成
27
年
１
月
１
日
か
ら
、

相
続
税
の
基
礎
控
除
額
が
次

の
と
お
り
変
更
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
に

も
相
続
税
の
最
高
税
率
の
引

き
上
げ
、
未
成
年
者
控
除
及

び
障
害
者
控
除
の
税
額
控
除

額
の
引
き
上
げ
な
ど
の
改
正

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.nta.go.jp/

souzoku-tokushu
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
変
更
前　

５
千
万
円
＋
１
千

万
円
×
法
定
相
続
人
の
数

●
変
更
後　

３
千
万
円
＋
６
百

万
円
×
法
定
相
続
人
の
数

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
税
務

署
☎
２
２
局
０
８
８
０
番

ま
で

筑
豊
地
区
合
同
公
売
会

町
で
は
、直
方
市
、宮
若
市
、

飯
塚
市
、
小
竹
町
と
合
同
で
、

次
の
と
お
り
公
売
会
を
行
い

ま
す
。
こ
の
公
売
会
で
は
、
税

の
滞
納
者
か
ら
差
押
え
た
財

産
の
、せ
り
売
り
を
行
い
ま
す
。

●
と
き　

11
月
７
日
（
土
）

●
と
こ
ろ　

マ
リ
ー
ホ
ー
ル

宮
田
（
宮
若
市
宮
田
）

●
必
要
な
も
の　

購
入
代
金
、

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

西
村
弁
護
士
の

無
料
法
律
相
談

西
村
浩
二
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
が
行
わ
れ
ま

す
。
受
付
は
７
人
ま
で
で
す
。

●
と
き　

11
月
10
日
（
火
）

▽
受
付
（
順
番
の
抽
選
）

＝
午
後
０
時
45
分
か
ら
▽

相
談
＝
午
後
１
時
か
ら
４

時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
人

権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談
委

員
の
皆
さ
ん
が
、
あ
な
た
の

悩
み
に
お
こ
た
え
し
ま
す
。

●
と
き　

11
月
25
日
（
水
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

今
月
の
補
聴
器
相
談
日

11
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

●
役
場
で
の
相
談　

▽
と
き

＝
11
月
６
日
（
金
）
午
後

１
時
か
ら
２
時
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽

と
き
＝
11
月
12
日
（
木
）

午
前
11
時
か
ら
正
午
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

11
月
19
日
（
木
）
午
後
１

時
か
ら
２
時
ま
で
（
あ
さ

ひ
補
聴
器
）
▽
と
き
＝
11

月
25
日
（
水
）
午
後
１
時

か
ら
２
時
ま
で
（
小
倉
補

聴
器
）

役
場
で
の
相
談
は
、受
付
順

の
番
号
札
を
配
布
し
ま
す
。

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談
　

▽
と
き
＝
11
月
５
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

11
月
24
日
（
火
）
午
後
２

時
か
ら
４
時
30
分
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽

と
き
＝
11
月
26
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
池
田
補
聴
器
）

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
た
は
く

ら
て
病
院
ま
で

人
権
週
間

特
設
人
権
相
談
所

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で

の
１
週
間
は
人
権
週
間
で
す
。

福
岡
法
務
局
直
方
支
局
で
は
、

次
の
と
お
り
人
権
週
間
に
合

わ
せ
て
特
設
相
談
所
を
開
設

し
、
法
務
局
職
員
と
人
権
擁

護
委
員
が
人
権
に
つ
い
て
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。
事
前
の

予
約
は
不
要
で
す
。
ま
た
、
県

内
一
斉
無
料
電
話
相
談
を
行

い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
特
設
人
権
相
談
所　

▽
と

き
＝
12
月
７
日
（
月
）
午

前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま

で
▽
と
こ
ろ
＝
く
ら
じ
の
郷

●
電
話
相
談　

▽
と
き
＝
12

月
５
日
（
土
）
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
▽
相

談
電
話
＝
☎
（
０
１
２
０
）

８
８
９
局
４
０
５
番

●
相
談
内
容
　
家
庭
内
の
も

め
ご
と
や
隣
近
所
と
の
ト

ラ
ブ
ル
、
い
じ
め
や
差
別

な
ど

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
法
務

局
直
方
支
局
☎
２
２
局
１

１
４
４
番
ま
で

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

強
化
週
間

福
岡
法
務
局
直
方
支
局
で

は
、
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
を
設
置
し
、
夫
や
パ
ー
ト

ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
職
場
で
の

セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど

女
性
に
関
す
る
人
権
問
題
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
11
月

16
日
か
ら
22
日
ま
で
は
『
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週

間
』
と
し
て
受
付
時
間
を
拡
大

し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
一
人
で

悩
む
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

11
月
16
日
（
月
）

か
ら
22
日
（
日
）
ま
で
。

時
間
は
午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
７
時
ま
で
（
た
だ

し
、
土
・
日
曜
日
は
午
前

10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

●
相
談
電
話　

☎
（
０
５
７

０
）
０
７
０
局
８
１
０
番

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
法
務

局
直
方
支
局
☎
２
２
局
１

１
４
４
番
ま
で

相
談

まもなく申請期限
臨時福祉給付金の手続きは
お早めに�

臨時福祉給付金は、平成 26年４月の消費
税率引き上げによる、所得の低い人への影響
を緩和するために給付するものです。申請期
限が近づいていますので、対象となる人はお
早めに手続きをしてください。
●対象者　平成 27年度分の住民税が課税さ
れていない人。ただし、課税されている
人に扶養されている場合や生活保護を受
給している場合などは対象となりません

●支給額　対象者１人につき 6,000 円
●基準日　平成 27年１月１日
●申請方法　基準日時点で、住民票がある市
町村に申請してください。▷申請場所＝鞍
手町役場福祉人権課「臨時福祉給付金窓
口」▷申請期限＝ 11月 30日（月）。受付
時間は平日午前８時 30分から午後５時 15
分まで。ただし木曜日は午後７時まで

●問い合わせ　▷申請について＝役場福祉
人権課「臨時福祉給付金窓口」まで▷制
度について＝厚生労働省「２つの給付金」
専用ダイヤル（０５７０）０３７局１９２
番まで

申請期限は 11 月 30 日（月）です



法
律
問
題
に
関
す
る
悩
み

無
料
調
停
相
談
会
で

ご
相
談
く
だ
さ
い

直
方
調
停
協
会
で
は
、
次

の
と
お
り
無
料
調
停
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
法
律
問
題

で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
こ
と

で
も
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

11
月
20
日
（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時

ま
で

●
と
こ
ろ　

小
竹
町
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
（
小
竹
町
大

字
勝
野
）

●
問
い
合
わ
せ
　
直
方
調
停

協
会
☎
２
２
局
０
５
２
２

番
ま
で

求
む
。
平
和
を
愛
す
る
人

自
衛
官
採
用
試
験

自
衛
隊
飯
塚
地
域
事
務
所

で
は
、
次
の
と
お
り
高
等
工

科
学
校
生
徒
（
一
般
）
及
び

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）
の

採
用
試
験
を
行
い
ま
す
。

●
高
等
工
科
学
校
生
徒
（
一

般
）　

▽
試
験
期
日
＝
平
成

28
年
１
月
23
日
（
土
）
▽

試
験
会
場
＝
飯
塚
研
究
開

発
セ
ン
タ
ー
（
飯
塚
市
川

津
）
▽
受
験
資
格
＝
17
歳

未
満
の
男
子
で
中
学
卒
業

（
見
込
み
含
）
▽
申
込
受
付

期
間
＝
11
月
１
日
（
日
）

か
ら
平
成
28
年
１
月
８
日

（
金
）
ま
で

●
自
衛
官
候
補
生
（
２
次
募

集
）　

▽
試
験
期
日
＝
11
月

28
日
（
土
）、
29
日
（
日
）

▽
受
験
資
格
＝
平
成
28
年
４

月
１
日
現
在
で
18
歳
以
上

27
歳
未
満
の
男
子
▽
申
込

受
付
期
間
＝
10
月
９
日（
金
）

か
ら
11
月
18
日
（
水
）
ま
で

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

詳
し
く
は
、
自
衛
隊
飯
塚

地
域
事
務
所
☎（
０
９
４
８
）

２
２
局
４
８
４
７
番
ま
で

お
風
呂
は
お
休
み
で
す

く
ら
じ
の
郷
の
休
館
日

く
ら
じ
の
郷
の
福
祉
棟
（
お

風
呂
）
と
勤
労
者
ふ
れ
あ
い

棟
（
体
育
館
）
の
11
月
の
休

館
日
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
休
館
日　

２
日
（
月
）、
９

日
（
月
）、
15
日
（
日
）、

16
日
（
月
）、
23
日
（
月
）、

30
日
（
月
）

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

懐
か
し
い
あ
の
人
と
再
会

鞍
手
町
成
人
式

平
成
27
年
度
の
成
人
式
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
該
当

す
る
人
に
は
12
月
初
旬
に
往
復

は
が
き
で
ご
案
内
し
ま
す
。
町

内
の
中
学
校
を
卒
業
後
に
町

外
に
転
出
し
て
い
る
人
で
、
鞍

手
町
の
成
人
式
に
出
席
を
希
望

す
る
人
は
教
育
課
生
涯
学
習

係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者　

平
成
７
年
４
月

２
日
か
ら
平
成
８
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
人

●
と
き　

平
成
28
年
１
月
10

日
（
日
）
午
前
９
時
30
分

受
付
開
始

●
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ　

教
育
課
生

涯
学
習
係
ま
で

人
権
週
間
の
集
い

街
頭
啓
発
・
講
演
会
を

行
い
ま
す

12
月
４
日
か
ら
10
日
は
人

権
週
間
で
す
。
町
で
は
、
毎

年
12
月
に
「
人
権
週
間
の
集

い
」
を
行
っ
て
お
り
、
今
年

も
次
の
と
お
り
街
頭
啓
発
及

び
講
演
会
を
行
い
ま
す
。
人

権
は
す
べ
て
の
人
に
与
え
ら

れ
た
権
利
で
す
。
皆
さ
ん
も

人
権
の
大
切
さ
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
街
頭
啓
発　

12
月
１
日

（
火
）
午
前
９
時
か
ら
サ

ン
グ
リ
ー
ン
鞍
手
周
辺
で
、

午
前
11
時
か
ら
巌
流
市
場
、

西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
、
ス
ー

パ
ー
川
食
、
福
岡
ひ
び
き
信

用
金
庫
周
辺
で
行
い
ま
す

●
講
演
会　

▽
と
き
＝
12
月

１
日
（
火
）
午
後
２
時
か

ら
▽
と
こ
ろ
＝
中
央
公
民

館
▽
演
題
＝
「
う
ま
れ
て

き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」

▽
講
師
＝
子
育
て
シ
ン

ガ
ー
・
ｍ
ｏ
ｎ
さ
ん

●
問
い
合
わ
せ　

教
育
課
生

涯
学
習
係
ま
で

2015.11−16

くらしの情報

マイナンバーをお知らせする通知カードが、
11月下旬から順次、住民票のある住所地へ世
帯ごとに簡易書留で郵送されます。
●用途　平成 28年１月以降、役場等での手続
き等で利用します。また、転入や町内転居、
氏名変更等の手続きの際には通知カードの
裏面に変更内容を記載しますので、必ず提
出してください

●注意事項　通知カードに有効期限はありませ
ん。再発行は有料で、役場ですぐに再発行
することができませんので、なくさないよ
う大切に保管してください

マイナンバー制度導入に便乗した詐欺が発
生しています。役場職員等が突然家庭を訪問し
たり、電話でマイナンバーを尋ねたりすること
はありません。少しでも不安を感じたら役場や
直鞍広域消費生活センター（☎２５局２１６２
番）、警察等に相談してください。
●問い合わせ　マイナンバーコールセンター
☎（０５７０）２０局０１７８番または役
場税務住民課住民係まで

!!
土 日

11
月
下
旬
か
ら

順
次

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

通
知
カ
ー
ド
が

郵
送
さ
れ
ま
す

表 裏

点線内（マイナン
バー通知カード）
を切り取って大切に
保管してください。

通知カードについて

詐欺にご注意

試
験

お
知
ら
せ

子育てシンガー
ｍｏｎさん



秋
の
健
康
づ
く
り

宮
若
ウ
ォ
ー
ク
２
０
１
５

筑
前
東
部
地
区
郵
便
局
長

協
会
で
は
、次
の
と
お
り
『
秋

の
健
康
づ
く
り
宮
若
ウ
ォ
ー

ク
２
０
１
５
ｂ
ｙ
郵
便
局
』

を
行
い
ま
す
。
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
に
最
適
な
こ
の
季
節
、
秋

を
感
じ
な
が
ら
無
理
の
な
い

ペ
ー
ス
で
10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
参
加

賞
（
ラ
ッ
プ
や
タ
オ
ル
な
ど
）

や
、
温
泉
入
浴
割
引
な
ど
の

参
加
特
典
も
あ
り
ま
す
。
参

加
費
無
料
、
申
込
不
要
で
す

の
で
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

11
月
８
日
（
日
）

▽
受
付
＝
午
前
８
時
か
ら

▽
開
会
式
＝
午
前
８
時
30

分
か
ら
（
※
雨
天
決
行
）

●
と
こ
ろ　

西
鞍
の
丘
総
合

運
動
公
園
（
宮
若
市
乙
野
）

●
内
容　

10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

●
参
加
資
格　

体
調
が
良
く
、

健
康
な
人

●
問
い
合
わ
せ　

新
北
郵
便

局
☎
４
２
局
０
０
０
３
番

ま
で

12
月
６
日
は

楽
し
い
秋
の
バ
ス
ハ
イ
ク

鞍
手
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
で

は
、
次
の
と
お

り
母
子
・
父
子

家
庭
の
町
内
保

育
園
児
・
小
学

生
と
そ
の
保
護

者
を
対
象
に
行
う
バ
ス
ハ
イ

ク
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

●
と
き　

12
月
６
日
（
日
）

午
前
８
時
か
ら
午
後
６
時

ま
で

●
行
き
先　

城
島
高
原
パ
ー

ク
（
雨
天
実
施
）

●
対
象　

ひ
と
り
親
家
庭
の

町
内
保
育
園
児
・
小
学
生

と
そ
の
保
護
者

●
定
員　

40
人
（
先
着
順
）。

定
員
に
な
り
次
第
締
切
り

●
集
合
場
所　

Ｊ
Ａ
直
鞍
く

ら
て
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

駐
車
場
（
午
前
７
時
30
分

集
合
）

●
参
加
費　

入
園
料
・
昼
食

無
料
（
た
だ
し
、
保
護
者

は
１
千
円
。
乗
り
物
パ
ス

券
は
子
の
み
無
料
）

●
申
込
期
限　

11
月
27
日

（
金
）。
受
付
は
平
日
午
後

１
時
か
ら
５
時
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
ラ
イ

オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
☎
４
２
局

５
３
２
８
番
ま
で

障
が
い
者
の

職
業
訓
練
生
募
集

福
岡
障
害
者
職
業
能
力
開

発
校
で
は
、
次
の
と
お
り
平

成
28
年
度
の
訓
練
生
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

●
募
集
人
員　

科
ご
と
に
各

20
人
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
製

図
科
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計

科
、
商
業
デ
ザ
イ
ン
科
、
Ｏ

Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科
、
福
祉
住

環
境
科
、
総
合
実
務
科
）
。

た
だ
し
、
流
通
ビ
ジ
ネ
ス
科

は
30
人

●
訓
練
期
間　

１
年
間（
プ
ロ

グ
ラ
ム
設
計
科
は
２
年
間
）

●
応
募
資
格　

身
体
障
害
者

手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
を
取
得
し
て
い

る
人
及
び
取
得
可
能
な
人
。

精
神
障
が
い
を
持
つ
人
で
、

統
合
失
調
症
、
そ
う
う
つ

病
、
て
ん
か
ん
の
い
ず
れ

か
の
診
断
を
受
け
て
お
り
、

主
治
医
の
意
見
書
の
写
し

を
提
出
で
き
る
人
。
総
合

実
務
科
は
、
療
育
手
帳
等

を
取
得
し
て
い
る
人

●
応
募
受
付
期
間　

11
月
２

日
（
月
）
か
ら
平
成
28
年

１
月
８
日
（
金
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

応
募
方
法

な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
福
岡

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

☎
（
０
９
３
）
７
４
１
局
５

４
３
１
番
ま
で

11
月
30
日
は「
年
金
の
日
」

厚
生
労
働
省
で
は
、“
国

民
一
人
ひ
と
り
、「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」
等
を
活
用
し
な
が

ら
、
高
齢
期
の
生
活
設
計
に

思
い
を
巡
ら
す
日
”
と
し
て
、

11
月
30
日
を
「
年
金
の
日
」

と
し
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
、

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
や
「
ね

ん
き
ん
定
期
便
」
で
、
年
金

記
録
と
将
来
の
年
金
受
給
見

込
額
を
確
認
し
、
未
来
の
生

活
設
計
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
で
は
将
来
の
年
金
受
給

見
込
額
の
試
算
を
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.nenkin.

go.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
年
金

事
務
所
☎
２
２
局
０
８
９

１
番
ま
で

17−2015.11

くらしの情報

町と町商工会では次のとおり、地域金融
機関や地域団体と連携し、創業を希望・検
討する人や新たな事業展開を図ろうとする
事業者への支援を図るため、くらて起業塾
を開催します。町や県、国の創業に関する
サポート情報を的確に伝えるとともに、創
業・新事業に係る知識等を習得し、経営や
財務、人材育成、販路開拓など創業希望者
が求める支援に応じて創業実現を図るカリ
キュラムを組んでいます。
●とき・内容

●ところ　▷第１・２回＝中央公民館▷第
３～６回＝鞍手町商工会館

●問い合わせ　申込方法など詳しいことは
鞍手町商工会☎４２局０３５７番まで



国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

14
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
全
員
、
ま
た

は
そ
の
一
部
の
人
に
異
動
が

あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に

役
場
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
遅
れ

た
り
す
る
と
後
で
医
療
費
を

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を

交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
70
歳
を
迎
え
た
人
（
昭
和

20
年
11
月
２
日
か
ら
12
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）
に

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給

者
証
を
次
の
と
お
り
交
付
し

ま
す
。
な
お
、
高
齢
受
給
者

証
が
利
用
で
き
る
の
は
70
歳

の
誕
生
日
の
翌
月
（
１
日
が

誕
生
日
の
人
は
そ
の
月
）
か

ら
で
す
。

●
交
付
す
る
日　

11
月
25
日

（
水
）
午
前
９
時
か
ら

●
と
こ
ろ　

役
場
保
険
健
康

課
国
保
年
金
係
窓
口

●
必
要
な
も
の　

国
民
健
康

保
険
証
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
る
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」・「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
、

外
来
診
療
で
も
使
え
ま
す
。

も
し
、
入
院
や
高
額
な
外
来

診
療
が
決
ま
っ
た
と
き
は
、

早
め
に
交
付
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
各
認

定
証
は
国
民
健
康
保
険
税
の

納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合
に
は

交
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
保

険
税
は
必
ず
納
期
限
内
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
国
保
年
金
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

印

か
ん
・
国
民
健
康
保
険
証
・

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、
過
去
一
年
間
に
90
日

を
超
え
る
入
院
が
あ
っ
た

人
は
、
入
院
期
間
が
確
認

で
き
る
書
類（
領
収
書
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
の

保
険
証
を
送
付
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
は
、
75

歳
以
上
の
人
が
対
象
と
な
る

医
療
保
険
制
度
で
す
。
75
歳

の
誕
生
日
以
降
は
、
現
在
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
か

か
わ
ら
ず
、
後
期
高
齢
者
医

療
へ
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
12
月
に
75
歳
を
迎
え

る
人
（
昭
和
15
年
12
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
）
に
は
、
11
月
中
旬

に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

を
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
し
た
と
き
の
食

事
代
や
入
院
、
外
来
診
療
で

の
窓
口
負
担
額
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
で
済
む
限
度
額

適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。

こ
の
認
定
証
は
、
申
請
し
た

月
の
１
日
か
ら
し
か
使
え
ま

せ
ん
の
で
、
入
院
ま
た
は
高

額
な
外
来
診
療
が
決
ま
っ
た

　

2015.11−18

くらしの情報

のおがた警察署だより

町内の
交通事故
発生状況

【９月中】 【累　計】
件 数 8件（－14） 件 数 278件（＋12）

死 者 00人（±10） 死 者 221人（±10）

傷 者 8人（－17） 傷 者 99人（±10）

お住まいの地区の犯罪発生状況は、県警
のホームページで校区別の詳しい情報を
確認できます。

福岡県警察 検索

直方警察署の最新情報はこちらから

http://www.police.pref.fukuoka.jp/
直方警察署　☎２２局０１１０番まで

直方警察署管内での犯罪発生状況
【９月中】 【累 計】

刑法犯総数 112 件（－２０） 刑法犯総数 963 件（＋ 21）

車上ねらい 9 件（± 0） 車上ねらい 84 件（－ 6）

自転車盗難 10 件（－ 5） 自転車盗難 103 件（－ 16）

空き巣 10 件（＋ 1） 空き巣 50 件（－ 10）

生活安全課からのお知らせ

　

休日の夜間の体調不良は
急患センターへ

●問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

楽
し
い

お
話
い
っ
ぱ
い

聞
け
る
よ

歴史民俗博物館で、子どもを対
象としたお話の会を行います。親
子で聞きに来てみませんか。
●とき　11月14日（土）午前10時
から

●ところ　歴史民俗博物館
●問い合わせ　中央公民館まで

子どもの
お話の会

診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

● 11月１日（日）鞍手クリニック（古門）
☎４３局３０３０番

● 11月 15日（日）木原医院（山ヶ崎）
☎４２局５００５番

休日
在宅医

（かっこ内は前年比）

●とき　11月11日（水）
午前10時から午後４
時まで（受付は午後３
時まで）

●ところ　ハピネスなかま（中間市通谷）
●問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６４３局３１６８番まで

巡回
交通事故

相談

車上狙いに注意!!

◆被害に遭わないため
・車内にバッグなどを置かない
・必ずロックをしましょう

　被害者の多くは、車外から見える座席の上
などにバッグや紙袋を置いたまま、買い物な
どに行き被害に遭っています。



と
き
は
前
も
っ
て
交
付
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
す

で
に
認
定
証
を
持
っ
て
い
る

場
合
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る

有
効
期
限
ま
で
外
来
診
療
に

も
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
・
印
か
ん
・
過
去
一

年
間
に
90
日
を
超
え
る
入

院
が
あ
っ
た
人
は
、
入
院

期
間
が
確
認
で
き
る
書
類

（
領
収
証
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

75
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65

歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、

申
請
す
る
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
に
な
る
か
な
ら
な
い

か
に
よ
り
、
加
入
す
る
医
療

保
険
、
保
険
料
、
一
部
負
担

割
合
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

介
護
保
険
証
を

交
付
し
ま
す

12
月
に
65
歳
を
迎
え
る
人

（
昭
和
25
年
12
月
２
日
か
ら
昭

和
26
年
１
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
人
）
に
介
護
保
険
証

を
次
の
と
お
り
交
付
し
ま
す
。

将
来
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
や
介
護
認
定
の
申
請
の

と
き
に
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。

●
交
付
す
る
日　

11
月
25
日

（
水
）、
26
日
（
木
）
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

時
15
分
ま
で
（
木
曜
日
は

午
後
７
時
ま
で
）

●
と
こ
ろ　

役
場
福
祉
人
権

課
高
齢
者
支
援
係
窓
口

●
必
要
な
も
の　

交
付
案
内

の
通
知
は
が
き
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
高
齢
者
支
援
係
ま
で

11
月
は
労
働
保
険
適
用

促
進
強
化
期
間
で
す

労
働
者
（
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
を
含
む
）
を
１
人
で

も
雇
っ
て
い
る
事
業
主
は
、

労
働
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
だ
、
加
入
手
続

き
が
済
ん
で
い
な
い
場
合
は
、

労
働
者
が
安
心
し
て
働
け
る

職
場
作
り
と
安
定
し
た
事
業

経
営
を
図
る
た
め
、
労
働

基
準
監
督
署
ま
た
は
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
で
加
入
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
労
働

局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収

課
☎
（
０
９
２
）
４
３
４

局
９
８
３
５
番
ま
で

人
権
子
ど
も
会
の

活
動
報
告
を
行
い
ま
す

町
で
は
、
少
年
期
に
お
け

る
人
権
意
識
の
向
上
を
め
ざ

す
人
権
教
育
啓
発
活
動
と
し

て
人
権
子
ど
も
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
12
月
５
日
に
は
、

次
の
と
お
り
鞍
手
人
権
子
ど

も
会
、
八
尋
人
権
な
か
よ
し

子
ど
も
会
、
鞍
手
中
学
生
人

権
子
ど
も
会
の
日
ご
ろ
の
活

動
報
告
会
を
行
い
ま
す
の
で
、

見
学
に
来
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
と
き　

12
月
５
日
（
土
）

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

●
と
こ
ろ　

舟
川
隣
保
館

●
問
い
合
わ
せ　

教
育
課
生

涯
学
習
ま
で

い
た
ず
ら
イ
ノ
シ
シ
を

退
治
し
ま
す

イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
作

物
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
町

で
は
、
猟
友
会
の
協
力
を
得

て
イ
ノ
シ
シ
の
駆
除
を
し
て

い
ま
す
。
期
間
中
は
、
日
の

出
か
ら
日
の

入
り
ま
で
猟

犬
と
猟
銃
を

使
っ
て
駆
除

を
し
ま
す
の

で
、
山
に
入
る

と
き
は
十
分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

●
駆
除
期
間　

11
月
１
日

（
日
）
か
ら
平
成
28
年
３
月

31
日
（
木
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政

環
境
課
農
業
振
興
係
ま
で

第
24
回
暴
力
追
放

福
岡
県
民
大
会

福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推

進
セ
ン
タ
ー
で
は
、次
の
と
お

り
第
24
回
暴
力
追
放
福
岡
県

民
大
会
を
行
い
ま
す
。

●
内
容　

▽
第
１
部
＝
式
典

（
暴
追
功
労
者
表
彰
等
）

▽
第
２
部
＝
講
演
会

●
と
き　

11
月
27
日
（
金
）

午
後
２
時
か
ら
４
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

北
九
州
芸
術
劇

場
大
ホ
ー
ル
（
北
九
州
市

小
倉
北
区
室
町
１
丁
目
１

番
１
号
）

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
暴

力
追
放
運
動
推
進
セ
ン

タ
ー
☎
（
０
９
２
）
６
５
１

局
８
９
３
８
番
ま
で

次
の
方
々
か
ら
寄
付
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
（
か
っ
こ

内
は
故
人
。
故
人
敬
称
略
）。

●
社
会
福
祉
協
議
会
へ
【
香

典
返
し
】

▽
小
林
賢
二
様
＝
八
尋
神
田

（
ト
シ
エ
）

▽
阿
部
博
子
様
＝
中
山
本
村

（
知
美
）

●
く
ら
て
病
院
へ【
香
典
返
し
】

▽
柴
田
厚
様
＝
古
門
（
國
男
）

▽
添
田
ル
イ
子
様
＝
神
崎
（
タ

キ
ヱ
）

▽
中
村
ヒ
サ
子
様
＝
中
山
北

区
（
善
雄
）

19−2015.11

愛の
贈
り
も
の

くらしの情報

鞍手町大字中山２２４６－４１
「鞍手中学校前バス停」から徒歩５分（裏田団地内）

☎ 0949-42-3955 または 090-9252-7061

「遺言」書いてみませんか？
－ ご相談無料 －

華村行政書士事務所

卓
球
大
会
で

得
意
の

ス
マ
ッ
シ
ュ
を

決
め
よ
う

第 32回ラージボール卓球大会を次のとお
り開催します。多くの皆さんの参加をお待ち
しています。
●とき　12月 13日（日）午前９時から（午
前８時 30分集合）

●ところ　町立体育館
●参加資格　町内に住んでいる人や勤めて
いる人、鞍手町卓球連盟の会員

●種目　①男子シングルス②女子シングル
ス③ミックスダブルス

●試合形式　パート別予選リーグ戦後、順
位別トーナメント戦。試合球はラージボー
ル（ニッタク）。組合せは、事務局が調整
し決定する

●参加費　無料
●申し込み締め切り　11月 27日（金）まで
●申し込み・問い合わせ　鞍手町体育協会
事務局（中央公民館内）☎４２局７２０
０番まで

卓球大会の参加者を募集します


